
令和3年4月1日

＋（￥150×利用日数）

＋（￥150×利用日数）

注）地域加算（6級地・10.33円）及び介護職員処遇改善加算Ⅰ（4.7％）、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（2.0％）が含まれます。　

サービス提供体制加算・・・令和３年４月は【要支援１】７２単位、【要支援２】１４４単位となります。５月以降上記表示の単位数となります。

介護職員処遇改善加算・・・令和３年４月はⅡ(3.4％)、５月以降上記表示のⅠ（4.7％）、介護職員等特定処遇改善加算・・・４月はⅡ(1.7％)、５月以降上記表示のⅠ（2.0％）となります。

注）端数処理の関係で1日単位と1ヶ月単位で計算した場合に誤差が生じる場合があります。

●加算項目・単位数（上記以外に利用された場合に加算されます。又、単価計算時には、介護職員処遇改善加算Ⅰ（4.7%）が付加されます。）

・生活行為向上リハビリテーション実施加算 562 ／１月につき（6月以内） ・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20 ／6月に1回

・若年性認知症利用者受入加算 240 ／１月につき ・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 5 ／6月に1回

・栄養改善加算 200 ／１月につき ・栄養アセスメント加算 50 ／1月につき

・口腔機能向上加算（Ⅰ） 150 ／１月につき ・科学的介護推進体制加算 40 ／1月につき

・口腔機能向上加算（Ⅱ） 160 ／１月につき

・事業所評価加算 120 ／1月につき

・おむつ（介護保険適用外） 実費

3,999 ¥4,850

介護予防通所リハビリテーション料金表　※１割負担の方

１月合計
小計①＋小計②（×利用日回数）

※介護保険以外の自己負担分

＝
要支援1

※週1回までの利用
225

225

サービス提供
体制加算（Ⅰ）

＋

要介護度
小計①

（１月につき）

88 ¥2,607

運動器機能
向上加算

2,053

施設利用料

※介護保険分（１割）

日用品費

¥150

¥150要支援2
※週2回までの利用

¥2,607

¥4,850

¥150

¥150176

小計②
（１日につき）

介護老人保健施設ケアセンターかずさ



令和3年4月1日

＋（￥920×利用日数）

＋（￥920×利用日数）

注）地域加算（6級地・10.33円）及び介護職員処遇改善加算Ⅰ（4.7％）、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（2.0％）が含まれます。　

サービス提供体制加算については、令和３年４月は【要支援１】７２単位、【要支援２】１４４単位となります。５月以降上記表示の単位数となります。

介護職員処遇改善加算・・・令和３年４月はⅡ(3.4％)、５月以降上記表示のⅠ（4.7％）、介護職員等特定処遇改善加算・・・４月はⅡ(1.7％)、５月以降上記表示のⅠ（2.0％）となります。

注）端数処理の関係で1日単位と1ヶ月単位で計算した場合に誤差が生じる場合があります。

●加算項目・単位数（上記以外に利用された場合に加算されます。又、単価計算時には、介護職員処遇改善加算Ⅰ（4.7%）が付加されます。）

・生活行為向上リハビリテーション実施加算 562 ／１月につき（6月以内） ・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20 ／6月に1回

・若年性認知症利用者受入加算 240 ／１月につき ・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 5 ／6月に1回

・栄養改善加算 200 ／１月につき ・栄養アセスメント加算 50 ／1月につき

・口腔機能向上加算（Ⅰ） 150 ／１月につき ・科学的介護推進体制加算 40 ／1月につき

・口腔機能向上加算（Ⅱ） 160 ／１月につき

・事業所評価加算 120 ／1月につき

・おむつ（介護保険適用外） 実費

介護予防通所リハビリテーション料金表　【３時間以上４時間未満　４時間以上５時間未満　６時間以上７時間未満】※１割負担の方

要介護度
※介護保険分（１割）

小計①
（１月につき）

＋

※介護保険以外の自己負担分
小計②

（１日につき）

＝

１月合計
小計①＋小計②（×利用日回数）施設利用料

サービス提供
体制加算（Ⅰ）

運動器機能
向上加算

要支援1
※週1回までの利用

2,053 88 225 ¥920 ¥2,607

要支援2
※週2回までの利用

3,999 176 225 ¥4,850 ¥920 ¥4,850

¥2,607

日用品費 教養娯楽費

¥670

¥670

¥150

¥150

¥100

¥100

食費

介護老人保健施設ケアセンターかずさ


